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Ⅰ.は じ め に

1998年度よりわが国の自殺者総数は三万人を

突破した状態1)が続いており,特に中高年男性の

自殺者の増加は,男性全体の今までの平均寿命を

引き下げるほどの影響を与え,深刻な社会問題と

して受け止められている.この背景には近年のめ

ざましい科学技術の革新,終身雇用制の崩壊,製

造業の外注化,分社化,就業形態の多様化,成果

主義導入,さらにリストラに伴う早期退職者の増

加など就業者を取 り巻 くストレスは多様化し,企

業の廃統合 ･倒産が続発の中で完全失業率の増加

等が中高年層を直撃している.そして企業は効率

化を求めるため職場の人員を増やさず業務量は増

大する中で,結果的に長時間労働者も増加し,過

重労働による健康障害が深刻化している.
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Ⅱ.精神疾患の労災補償状況の年次推移

現在までの精神疾患の労災補イ打状況8)について

は図 1のとおりである.1983年から2004年まで

の22年間に精神疾患に係わる労災請求件数は

2119件 (自殺 748件)であり,平成 16年度の請

求件数は524件 (自殺請求 121件)で,四分の-

(130件)が認定されており,自殺の認定は45件

であった.最近の労災請求の特徴は,精神障害請

求件数が-直線上に急増しており,自殺請求件数

を大きく上回っている点であるが,01年度から

業務上認定に関して,精神疾患認定件数が自殺認

定件数を逆転 している.
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図 1 柄神降雪の労災補供状況の年次推移
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Ⅲ.過労自殺事案 (精神疾患発症と長時間労働と

の因果関係に関する研究6り

過労自殺 として認定された自殺事案 (51例)

の調査6)を実施 した.調査対象は,平成 14年度

に労災認定された自殺例と過去に労災認定された

自験例 (14例)を合わせた51例である.

1. 調査の概要

対象事案の53% (27)に100時間以上の時間

外労働がみられたが,100時間以上の過労自殺者

は,睡眠6時間確保は困難な事例と推測できる.

管理職 と専門技術職の両者で全体の74% (38)

を占めた.出来事から発病までの期間に関して,

全体の6害は 3ゞケ月以内の発症であった.そのう

ちの16例 (52%)は100時間以上の時間外労働

をしていた.発病から死亡までの期間は,3ヶ月

以内に71%(36)が自死に至っていた.そのう

ちの52% (19)が 100時間以上の時間外労働を

していた.出来事から6ヶ月以内に自死に至って

いた者は63% (32)であり,その中で100時間

以上の時間外労働に従事していた労働者は59%

(19)であった.診療科を受診していない者は全

体 の67% (34),精神科受診 した事例 は2割

(10)にすぎなかった.ノルマの未達成が関与し

て業務上 と認定された事例は61% (31)であっ

た.年齢は30-59歳が86% (44)を占めていた.

絵死が圧倒的に多く55% (28),次に飛び降り･

投身が 18% (9)であった.重症度に関わらず

｢うつ病エピソード｣が92% (47)を占めた.

2.99時間以内残業 (Ⅰ群)と100時間以上

残業 (ⅠⅠ群)との比較調査

時間外労働と精神疾患発症との関連に関して Ⅰ,

ⅠⅠ群 を比較すると,ⅠⅠ群 は6ケ月以内に96%

(26)が発病 しているのに対 し,Ⅰ群 は71%

(17)が発病していた. Ⅰ群,ⅠⅠ群共に発病から

3ケ月以内に7割の労働者が自死に至っていた.

また発病から死亡までの期間,出来事から死亡ま

での期間に関して平均値の差の検定を行ったとこ

ろ帰無仮説-α値 4.43,帰無仮説-α値6.74で
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表 1 出来事から発病までの期間
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表2 精神症状

Ⅰ群 % ⅠⅠ群 %

軽度の身体症状 or精神症状 1 4% 6 22%
精神症状(軽～亘)･不眠 3 13% 3 11%
精神症状(軽～中)･行動症状

不眠

身体症状(経)･精神症状
(軽～亘)･行動症状 ･不眠

精神症状(軽～亘)･行動症状
不眠

13 54% 18 67%

5 21%

2 8%

24100% 27100%

あり, Ⅰ群に比較してⅠⅠ群の方が短い期間といえ

るという結果が得られた.すなわち,100時間以

上の長時間残業を行っていたⅠⅠ群の方が一群に比

較して早く発病し,早 く自死に至るという結果が

得られた.

時間外労働 と精神症状との関連に関して,ⅠⅠ群

は ｢倦怠,疲弊｣などの身体症状が出現した上で

｢悲観的見解,口数 J,元気がない｣などの精神

症状が出現 している事例が63% (17), Ⅰ群は

32% (8)であり,差異が認められた. Ⅰ群には

行動制止,行動症突堤 ･欠勤が加わっていたのも

特徴的であった. Ⅰ群とⅠⅠ群に関して分散分析を

行った ところα値 12%で,これらのグループ

間に相互作用があるという帰無仮説は5%有意

水準や10%有意水準では採択されるという結果

が得られた.つまり,重度の精神症状や行動症状

を伴った事例はⅠ群の方がⅠⅠ群に比較して有意に

高いという結果が得られたことになる.
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3. 家族,職場が気づいた自殺の兆候

全事例の 82% (42)が会社 よりも家族が先に

自殺の兆候に気づいていたが,家族が先に気づい

た言動は,｢食事がノドを通 らない,受けつけな

い｣ といった食欲不振,体重減少,倦怠感,頭痛

などの身体症状,また早朝覚醒等の睡眠障害など

が最 も多 く気づかれた言動 (61)の 36% (22)

を占めていた.次に ｢元気がない,冗談を言わな

くなった,笑いがない,無表情,口数が少なくな

った｣等が 16% (10)であった.また ｢会社 を

辞めたい｣,あるいは ｢家を売ってでも会社の損

失を補填する｣｢退職願いを出す｣等が 6例,｢疲

れた,しんどい,ゆううっ,やばい｣と自ら極限

に達 していることをほのめかす言動が 6例,｢話

しかけてもうわの空-･｣｢妻の前で泣 く｣等の明

らかに抑うつ症状 と思われた言動が 5例であった.

会社が家族よりも先に気づいた言動は,｢業務の

墓が多い｣｢業務が遅れていた｣｢能力低下や ミス

が多 くなった｣という兆候が 4例,自ら ｢自殺を

ほのめかし｣｢同僚への愚痴｣が 3例であった.

つまり,会社は労働者の業務が過剰であることは

認識 しているものの労働者の疲労や業務遂行過程

に支障をきたしていることまではわからなかった

ようである.

Ⅴ.考 察

1. 過重労働 と精神疾患発症 との関係

職場における過労死 ･自殺の予防に関する研究

(平成 15年度)で 231名の産業医調査5) (企業に

おける ｢過重労働による健康障害防止のための総

合対策｣の効果に関する研究)で栗原は,172事

業場が過重労働を行っており,過重労働者を医療

機関へ紹介 した経験のある産業医は66名 (37.5

%)であ り,過半数 (39;59.1%)が抑 うつ状

態,心身症 (23),不整脈 (18)という順である

ことを報告している.この結果からも過重労働 と

｢抑 うつ｣｢心身症｣とは密接な関連があることは

明らかである.

長時間残業に関して ｢心理的負荷による精神障

害等に係わる業務上外の判断指針について7)｣に
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図2 発症 までの時間の Kaplan-Melerプロット (山村

作成)

よれば ｢極度の長時間労働,例えば数週間にわた

る生理的に必要な最小限度の睡眠時間を確保でき

ないほどの長時間労働は,心身の極度の疲弊,潤

禾毛をきたし,うつ病等の原因となる場合がある｣
と記載されているのみで具体的な指標 となる残業

時間については記載されていない.過労死の認定

基準3)では月 100時間以上の残業を続けた場合,

脳 ･心臓疾患発症 との因果関係が濃厚 と言われて

いる.すなわち,恒常的な長時間労働等の負荷が

長期間にわたって作用 した場合には,｢疲労の蓄

積｣が生じ,これが血管病変等をその自然経過を

超えて著しく増悪させ,その結果,脳 ･心臓疾患

を発症させると言われている.現在,日本では労

働者が月 100時間以上の残業をした場合 と2ケノ1

か ら6ヶ月の期間の 1ヶ月平均 80-99時間の残

業をした場合は,産業医の面接指導を受けなけれ

ばならないことになっている.前述 した調査で

100時間以上の残業をしている労働者は,99時間

以内の労働者に比較 して,出来事から精神疾患発

病までの期間が早 く,発病から自死に至るまでの

期間も短いことが明らかになった.

また山村12)は平成 15年度災害科学に関する研

究の中で発症前に十分な睡眠が確保できなった

55例 について ｢睡眠時間を4時間未満 (睡眠時

聞く4時間)と4時間以上 (睡眠時間≧4時間)

で層別化して,生存時間分析 (精神疾患発生率)
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表3 睡眠

1日の時 1ヶ月間の
閣外労働 時間外労働

7.5時間 2時間 45時間

6.0時間 4時間 80時間

5.0時間 5時間 100時間

を行 った結果,ログランク検定 (p-0.0099),

一般化ウィルコクソン検定 (p-0.0167)の結果

から,十分な睡眠時間の確保ができていない場合

に発症までの期間が短いことが確認できたことに

なる.すなわち,4時間未満の睡眠が20週続い

た時点で80%の発症率 (イベント発生率 0.8)

であるのに対 し,4時間以上の睡眠では60%

(イベント発生率0.6)であった｣と報告してい

る.総務庁 とNHKの調査10)では,理想的な睡

眠時間は7.4時間とされているが,表3に従って

計算すると,1日4時間の残業をすると,月当た

り80時間の残業になり,1日5時間の残業だと

月 100時間の残業となる.内山11)も平成 15年度

災害科学に関する研究の中で ｢4時間睡眠を1週

間にわたり続けると健常者においてもコルチゾー

ル分泌過剰状態がもたらされるという実験結果も

ある.これらを総合すると,4-5時間睡眠が1

週間以上続き,かつ自覚的な睡眠不足感が明らか

な場合は精神疾患発症,とくにうつ病発症の準備

状態が形成されると考えることが可能と思われ

る.｣と報告している.

2.近年の労働行政

2004年8月に ｢過重労働 ･メンタルヘルス対

策の在 り方に係る検討委員会2)｣の報告書が厚生

労働省から公表された.メンタル-ルス対策に関

しては2002年8月の ｢事業場における労働者の

心の健康づくりのための指針｣によると,(ヨセル

フケア,②ラインによるケア,③事業場内産業保

健スタッフ等によるケア,④事業場外資源による

ケアの4つのケアにより心の健康づくりを進める

ことを基本にし,自殺を予防するためには,うつ

状態に早期に対応する必要があること,家族によ
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るケアも重要で家族が相談する窓口を明確にする

こと,労働者の意見を汲みあげながら労使,産業

医,衛生管理者等で構成される衛生委員会等を活

用した労使の自主的取組が重要であることが強調

された.さらに管理監督者の役割が適切な業務管

理と情報の提供や相談窓口に繋ぐなど明確にされ

たのも大きな特徴として報告書に記載されている.

2006年 11月2日に労働安全衛生法等の一部

(平成 17年法律第 108号)4)改正に合わせて改正

された労働安全衛生規則では,産業医の職務とし

て面接指導等の実施等が追加され,面接指導の具

体的な対象者として,｢1週間当たり40時間を超

えて労働させた時間が 1月当たり100時間を超え,

かつ,疲労の蓄積が認められる者｣とされている.

さらに,衛生委員会の調査審議事項として,長時

間にわたる労働による労働者の健康障害の防止を

図るための対策及び労働者の精神的健康の保持増

進を図るための対策を行うことが記載されている.

このような行政施策は,労働者の睡眠確保を守る

ことで睡眠不足によって誘発される精神疾患や業

務災害を防止するためであることは論をまたない.

今まで形骸化していた衛生委員会を活性化するこ

とにより,より事業所に合ったメンタルヘルス対

策を立てることが要求され,月1回衛生委員会を

開いて議事録を残しておくことが必要となる.そ

して労基準監督署からは,その提示を求められる

こともあり得るが,長時間労働者が疲弊して消耗

した状態-うつ病へと移行することのないように

事業場として対策を立てることが法改正により求

められることになった.

3. 医療機関における過重労働

平成 16年度の精神障害等の労災補償状況8)を

みると,医療福祉関係の請求件数は52件であり,

認定件数が20件に及び,製造業 (30件)につい

で第2位となっている.また医療に対する信頼を

揺るぎないものとするためにも,病院機能評価の

認定証 (日本医療機能評価機構が発行)を取得す

る施設が増加しているが,常に病院の現状と問題

点を明確にして改善対策を日常臨床の中で維持し
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なければならず,さらに最近,多くの医療機関で

目標管理制度や電子カルテが導入され,在院日数

短縮,稼働率アップが求められるようになり,柄

院で働 く従業員に過重負荷がかかってきているこ

とは論をまたない.

最近のマスコミ報道で ｢労働基準監督署が立入

調査で,時間外手当の不支給を摘発13)｣,｢時間外

手当の不支給による裁判で病院が敗訴13)｣等の記

事も目立つようになり,関西医大の研修医が過労

死で死亡し,研修医も労働者 として認定 (平成

13年 8月判決)されて以来,医師の宿直の在 り

方14)や医療機関全体の残業問題が大きくクロー

ズアップされてきているが,今回の安全衛生法改

正の対象は,医師とて労働者であり例外ではなく,

時間管理の対象であることは言うまでもない.す

でに厚生労働省は平成 14年 3月 19日に ｢医療機

関における休日及び夜間勤務の適正化について｣

基発第 0319007号 (局長通達)を出し,平成 14

年 11月28日付けで都道府県労働局労働基準部長

宛てに ｢医療機関における休日及び夜間勤務の適

正化の当面の対応について｣(基監発第 1128001

号)を出し,医療機関のサービス残業や当直体制

の改善を打ち出している.医療機関における過重

労働 ･メンタルヘルス対策に係わる調査結果報告

書9) (平成 17年度)によると,医師の時間外労

働の把捉方法に関しては全体 (4533)の14.9%

(676)が ｢特に把捉していない｣という結果であ

り,過去3ケ月の月平均時間外労働時間数に関し

て,時間外労働を把握していない施設は11.1%
(501)であり,特に学校法人では48.3% (14)

が時間外労働を把握していなかった.学校法人は

研究と診療の線引きが難しく,どこからどこまで

が診療業務で,どこからが研究業務 との境界を明

確にすることが困難であることが背景にあると思

われる.今後,医療機関を取り巻 く厳しい経済環

境の中での医師を含めた医療従事者の勤務体制や

時間外労働に関する施設単位の適切な対応が望ま

れる.
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Ⅵ.お わ り に

2003年6月には第 10次労働災害防止計画で過

労自殺が労働災害として位置づけられ,企業の管

理責任が問われる訴訟や長期休業者の増加,精神

障害者雇用の問題など,今後,わが国で解決しな

ければならない産業精神保健を巡る問題は山積し

ている.過重労働から睡眠時間の確保が困難とな

り,消耗した状態は,うつ病発症の大きな要因と

なり,自死に至ることもあり得ることに注意する

とともに最低限 7-8時間の睡眠を確保すること

が,その予防に繋がることをこと認識する必要が

ある.
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